
山元町農業委員会 

 

山元町農地利用最適化推進委員募集要領 
 

１ 公募（募集）人数                         
１１人（山下地区 ７人 坂元地区 ４人） 

 

２ 任期                               
委嘱の日～令和１２年１月２８日 

 

３ 業務内容                             
⑴ 農地利用の最適化のための活動 

具体的には、農地の現地確認を行い、農地を貸したい人や農地を利用したい農業

者との調整などを行います。 

⑵ 農地の権利移動の許可その他農業委員会が行うべき事務に関する現地の確認と、

申請者への聞き取り調査を行います。 

⑶ 農地等の利用の最適化の推進に関する指針に対し、意見を述べます。 

⑷ 求めに応じ、月に１回（必要に応じて複数回）開催する農業委員会総会へ出席し、

付議される議案の担当地区における「農地利用の最適化に関する意見」を述べます。 

 

４ 身分・報酬                            
身分：山元町非常勤特別職 

報酬：年額２６０，０００円 

   その他、必要に応じて費用弁償や旅費を支給します。 

 
５ 応募要件                             

農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者。ただし次の者は除く。 
⑴ 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者 

⑵ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることが

なくなるまでの者 

 

６ 公募（募集）期間                         
令和８年７月１日（水）～令和８年７月３１日（金） 

 

７ 応募方法                             
・個人からの推薦 

・法人や団体からの推薦 

・自らによる応募 

指定の様式（推薦届出書又は応募届出書、個人情報の取扱に関する同意書）に必要

事項を記入し、農業委員会事務局へ持参（※１）又は郵送（※２）してください。 

届出に必要な様式等は、農業委員会事務局及び坂元支所の窓口、又は町ホームペー

ジから入手できます。 

※１ 平日の午前８時３０分～午後５時１５分 

※２ 簡易書留等により、公募期間内必着



 

８ 応募情報の公表                          
提出された応募届出書のうち、住所及び連絡先以外の情報について、公募の期間中

と期間終了後、公示するとともに、農業委員会の窓口において閲覧に供します。 

 

９ 選考方法                             
応募書類を基に委員候補者評価委員会を開催し、選考（評価）を行います。このほ

か、必要に応じ面接を実施します。なお、面接を実施する場合、実施時期は１０月頃

となる見込みです。 

また、選考（評価）に当たっては、山元町の農業の現状をよく理解し、今後の山元

町の農業の発展に資する方であるかを重視します。 

 

１０ 選考結果の通知・応募書類                    
結果については応募した方全員に書面をもって通知します。 

 ※結果に関する電話等での問い合わせにはお答えできません。 

なお、提出いただいた書類は返却しません。 

 

１１ 任命・委嘱                           
選考の結果、候補者になった方は、農業委員会総会の議決を経て、農業委員会が委

嘱します。 

 

１２ 問い合わせ先                          
〒 ９８９－２２９２ 山元町浅生原字作田山３２番地 

℡ ０２２３－３７－５１１７ 山元町農業委員会事務局 

 nougyouiinkai@town.miyagi-yamamoto.lg.jp 

 

 

〔その他〕 

⑴ 農業関係団体による推薦の他、組織化されていない仲間内の推薦による応募もで

きます。 

⑵ 推薦によらない「自己推薦」による応募もできます。 

⑶ 同一の者が、同時に「農業委員」及び「農地利用最適化推進委員（以下「推進委

員」という。）」に推薦され、又は応募することができます。同時に応募している

者については、「農業委員」の評価委員会を先に開催し、農業委員選考に漏れた場

合、推進委員評価委員会において「推進委員候補者」として改めて選考（評価）す

ることを想定しています。 

⑷ 農業委員は、推進委員を兼ねる（兼務する）ことはできません。 

⑸ 両委員とも住所要件（被選挙権）はなく、町内で農業経営を行っている者や農業

事情に詳しい者等が推薦、又は応募することができます。 

✉ 


